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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業について 

 

 平素は本校の教育活動に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、京都府教育委員会からの通知を受け、全ての府立学校において臨時休業の期間を

延長することとなりました。つきましては、本校におきましても、下記のとおり対応いたし

ますので、御理解、御協力賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の期間 

 令和２年５月７日（木）から５月 31（日）まで 

 感染状況等を踏まえ、期間の短縮や延長を行うことがあります。 

２ 各家庭との連絡について 

学校からの連絡は、PTAメール及びホームページ掲載により行います。 

引き続き児童生徒の状況把握のため、学校から各家庭にお電話をいたします（各週１回）。 

３ 臨時休業中の児童生徒の受け入れについて 

 以下のように実施いたします（４月との変更点はありません）。 

(1) 受け入れる場合の要件について 

・自宅及び福祉サービス等で児童生徒の居場所が確保できない場合 

・本人及び家族に発熱（37.5度以上）や風邪症状がないこと 

(2) 受入期間について 

   令和２年５月７日（木）から５月 29日（金）まで（土・日曜、祝日を除く） 

(3) 受入時間について 

午前９時から同 11時 45分までの間。 

(4) 登下校の方法について 

スクールバスを運行します（半日ダイヤ、11時 45分学校発）。 

(5) 申し込み方法 

受け入れを希望される日の前日の 13時までに、電話により副校長または各学部総括主

事まで申し込んでください。予定がわかりましたら、早めに御連絡いただきますようお願

いいたします。 

４ その他 

(1)  臨時休業期間が長期になってまいりました。御心配なこと等、何かございましたら、

学校まで御相談ください。 

(2) 引き続き不要不急の外出を避け、手洗いや咳エチケット等の感染症対策を行い、朝 

晩の検温等、健康観察に努めてください。発熱が続く等、感染が疑われる場合には、主 

治医等に御相談いただくとともに、学校への御連絡をお願いいたします。 

 

  学校の連絡先 ０７５－９８２－７３２１（午前７時 45分から午後５時まで） 

       ０９０－７１１２－１８４０（上記以外の時間、緊急時） 


